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「続」新世紀の日本の安全保障を考える 

～世界の金融経済情勢激変の中にあっても、日米関係の再活性化 

をはじめとした日本の安全保障政策の真剣な議論を求む～ 
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社団法人 関西経済同友会 
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 ② 

 

(1)本国会で新テロ対策特別措置法の延長法案が成立する見通しとなったこ

とは歓迎。ただし、日本の国際貢献のあり方をもっと議論すべき 

本国会で、新テロ対策特別措置法の延長法案が成立する見通しとなった。

イラクからの自衛隊の年内撤収を決めた日本にとって、インド洋での海上自

衛隊（海自）による給油活動は「テロとの戦い」に対する唯一の人的貢献で

あり、昨秋のような海自の一時撤収という最悪の事態に至らずに済むことを

歓迎したい。 

ただし、これは、衆議院の解散総選挙を睨んでの与野党の選挙戦略の結果

成立するものであり、与野党が徹底議論の末、成立するものではないことを

大変遺憾に思う。 

確かに、世界の金融経済情勢は非常に不安定かつ先行き不透明な状況にあ

り、経済対策が目下の政治の最優先課題である。しかし、そのような中にあ

っても、日本においては、現下の国際情勢を踏まえ、日本の安全保障政策は

どのようにあるべきか、国会で徹底議論されるべきである。 

次回衆議院選挙においても、新テロ特措法の問題は解決済みとして安全保

障問題を争点の片隅に追い遣るのではなく、各党は政権を担当した場合に、

日米関係をどのように強化していくのか、北朝鮮問題、とりわけ拉致問題を

どのように進展させるのか、中国をはじめとした周辺諸国とどのような関係

を築いていくのか、日本の国際貢献はどのようにあるべきか等、日本の安全

保障政策の基本をしっかり国民に示し、国民の審判を仰ぐことを求めたい。 

(2)日米関係に“揺らぎ”。政府は日米関係の再活性化にプライオリティを置

いて取り組むべき 

我々は、２００５年４月の前回提言で、「日米同盟」「国連外交」「アジア外

交」の３つの側面から政府は安全保障政策の練り直しを行うべきであると提

言した。この考えは今も変わらないが、前回提言で「戦後最高にいい状況」

と評した日米関係に様々な問題が噴出し、“揺らぎ”が出てきていることに

基本認識 
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我々は危機感を感じている。特に、今月１１日に米国がなし崩し的に北朝鮮

へのテロ支援国家指定を解除したことは日本国民に衝撃を与えた。 

折しも、１１月４日には米国大統領選挙が行われる。現下の経済情勢を受け、

選挙戦は経済問題が最大の争点となっているが、優位が伝えられる民主党の

オバマ候補が当選した場合、９０年代前半の第１期クリントン政権がそうで

あったように、内政重視に傾き、日米関係が大きく揺らぐこともありうる。 

北東アジアの平和と安定をはじめとした日本の安全保障の基軸は日米同盟

にあり、今後も日米同盟を深化させていく必要があることに変わりはない。

政府は、新しい米国政権に対し、日米関係の重要性を繰り返し説き、主張す

べきは毅然と主張し、一方で日本自身が取り組むべき課題については粛々と

取り組むべきである。 

(3)我々経済人も国民の健全な安全保障意識の醸成の一端を担いたい 

昨秋のテロ特措法の期限切れ間際に行われた各種世論調査では、半数弱の

国民が、インド洋での海自の給油活動継続に反対したという残念な結果が残

っている。国民の安全保障意識は、「大きく変化しようとしている」と評した

前回提言時より、ここへ来てトーンダウンしてきているように見える。 

そこには、９．１１テロから７年が経過し、「テロとの戦い」が国際社会の

共通課題であることについての国民の意識が風化していることに加え、イラ

クでの戦後復興処理の長期化に伴い、「テロとの戦い」に否定的な気持ちを抱

く国民が増えてきていることがあるように思う。 

政府は、安全保障政策の基盤が、国民のそれに寄せる理解と信頼にあるこ

とを常に意識し、日本の政策判断をその背景、経緯と共に、都度国民にわか

りやすく説明すべきである。 

我々経済人も、世界の平和と安定に事業の成否・継続を大きく依存する者

として、国民に、国民の目線で、安全保障の重要性を語りかけ、国民の健全

な安全保障意識の醸成に努めていきたい。 

 

② 



 ④ 

 

(1)昨秋のテロ特措法の期限切れは日本の国際社会での信任を著しく低下さ

せた 

日本は、９．１１テロ後、米国の「テロとの戦い」にいち早く賛同し、テ

ロ特措法を成立させ、インド洋に海自を派遣し、米英等艦船への給油活動を

行ってきた。この活動は、テロリストや武器・弾薬の流入、テロ集団の資金

源となっている麻薬の国外移転を食い止める重要な任務として、米国のみな

らず国際社会からも非常に高い評価を受けてきた。 

それだけに、アフガニスタンでテロ掃討作戦が続く中、海自がインド洋か

ら一時的とは言え撤収したことは、９．１１テロ以降、より高次のレベルに

引き上げてきた米国との同盟関係を後退させるものになってしまったし、ま

た９０年の湾岸戦争以降、人的貢献を通じ日本が積上げてきた国際社会での

評価を傷つけるものになってしまった点で大変遺憾である。 

(2)インド洋での海自の給油活動は、国際協調の観点からはもちろんのこと、

日米同盟の観点からもアフガニスタンでの「テロとの戦い」が続く限り継

続すべき。またシーレーン防衛の観点からも日本の国益に適う 

「テロとの戦い」は、９．１１テロに対する米国の報復（個別的自衛権行

使）という位置づけで始められた戦争であるが、テロ翌日の１２日には国連

決議１３６８号で米国は国際社会の賛同を得ていることより、民主党小沢代

表が述べるような「米国が国際社会の同意を得ずに始めた戦争」では決して

ない。また、その後も数々の国連決議等によって、国際協調色を強めながら

進められてきた戦いであり、それが「テロとの戦い」が国際社会の共通課題

だと言われる所以でもある。 

日本は、米国の自衛の戦争に対し、憲法の制約から、給油活動というギリ

ギリの選択を行い、国際社会と協調しながら、米国を支援してきた。従って、

アフガニスタンでの「テロとの戦い」が続く限り、インド洋での海自の給油

活動は継続すべきである。それが、いま日本が果たすべき最低限の国際的責

提言１．「自衛隊海外派遣恒久法」の成立を急ぐべき 
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務である。 

また、日本は、石油の約９０％を中東に依存しており、インド洋での海自の

活動は、周辺諸国に対するプレゼンスを高める意味でも、シーレーン防衛に

関するノウハウを蓄積する意味でも、日本の国益に適う。 

(3)新テロ特措法の延長法案も１年の時限立法。複雑化する国際情勢の中で、

機動性と実効性の高い国際貢献を行っていくために、政府は次期通常国会

で｢自衛隊海外派遣恒久法｣を成立させるべき 

新テロ特措法の延長法案が今国会で成立する見通しとなった。ただし、新

法も時限立法であるため、一度根本に立ち返って自衛隊の海外派遣はどのよ

うにあるべきか議論し、基本法として恒久化すべきである。それでないと、

法案を通すためだけの駆け引きが毎年毎年繰り返されることにもなりかねな

い。 

そもそも自衛隊の海外活動の必要性が生じる度に時限立法を成立させ派遣

しているようでは迅速性に欠ける。また、安定性、一貫性が求められる国家

の安全保障政策が、時限立法であるが故に政争の具にされ、その中断・変更

に追い込まれるようなことは本来あってはならないことである。 

政府は、なぜ恒久法が必要なのか、国民にわかりやすく説明し、次期通常

国会で｢自衛隊海外派遣恒久法｣を成立させるべきである。それにより、自衛

隊の国際貢献活動は、より機動性と実効性の高いものになるはずである。 

(4)論点は、武器使用基準の緩和と派遣の要件としての国連決議の要否 

｢自衛隊海外派遣恒久法｣を制定する上での主要な論点は、武器使用基準の

緩和と派遣の要件としての国連決議の要否である。 

武器使用基準については、現状、０１年のＰＫＯ協力法改正で緩和された

「自己または自己の管理下に入った者の生命、身体の防護のため」という基

準が、新テロ特措法でも適用されている。 

ただ、現状の基準では、他国の軍隊や自己の管理下にない者が攻撃を受け

た場合、防御できず、範囲が狭すぎるという問題がある。そのため、国連の
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武器使用基準の一つである「任務の妨害排除」や、近くの他国部隊が襲われ

た際に応戦する「駆け付け警護」まで、武器使用基準を緩和してはどうかと

いう意見もある。これについては、今年６月２４日の「安全保障の法的基盤

の再構築に関する懇談会（安保法制懇）」の報告書も、「駆け付け警護」など

ができるよう武器使用基準を緩和すべきであるとの答申を行っており、我々

もこれを支持したい。 

また、国連決議の要否については、日本の国際貢献についての主体的な判断

を国連安全保障理事会のパワーポリティクスに委ねることは、ケースによっ

ては、国家主権を否定することにも、日米同盟を危うくすることにもなりか

ねず、我々は不要と考える。 

 

 

(1)今年６月２４日の安保法制懇の報告書が今後の安全保障論議の参考にさ

れることを期待する 

安保法制懇は、安倍元首相の肝いりで発足し、集団的自衛権の行使に関わ

る４類型について非常に前向きな議論を行ってきた。福田前首相の下では休

会状態となり、なかなか最終報告書が出されないことに我々は苛立ちを感じ

ていたが、今年６月２４日、集団的自衛権についての政府解釈の変更を求め

る報告書が提出されたことには溜飲が下がる思いがした。 

ただ、福田前首相は、報告書の内容について全く関心を示さず、事実上、

お蔵入りの状況にあったが、麻生首相は、「集団的自衛権の政府解釈を基本的

には変えるべき」と発言しており、報告書が今後の安全保障論議の参考にさ

れることを期待したい。 

(2)北朝鮮の核・ミサイルの脅威こそが集団的自衛権の政府解釈の変更を急ぐ

最たる理由。集団的自衛権の政府解釈の変更は、現実論から引き戻して考

え、国民にわかりやすく説明すべき 

数々のミサイル発射、核実験によって、北朝鮮の脅威が増していることは

提言２．集団的自衛権の政府解釈の変更についての議論を活発に行うべき 
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紛れもない事実である。また、今回の米国による北朝鮮へのテロ支援国家指

定解除が今後北朝鮮問題にどのような影響を及ぼすのか予断を許さない状況

にある。そういう意味では、現在日米で整備中のミサイル防衛網が、いかに

効果的に運用されるかが、今後の日米同盟にとって死活的に重要な意味を持

ってくる。 

もし仮に米国に向かう蓋然性が非常に高いミサイルを日本がレーダーで探

知し、それが公海上あるいは日本の領海内で迎撃できるにも関わらず、それ

を憲法で禁じられている集団的自衛権の行使に当たるとして、迎撃しなかっ

たとしたら、日米同盟は危機に瀕すると言っていい。 

日本の安全保障の基軸は日米同盟にある。その日米同盟に対し、重大なチ

ャレンジがあった時に、同盟を有効に機能させることこそが日本の国益に適

う。集団的自衛権の政府解釈の変更の議論は、そういった現実論をベースに

行い、国民にわかりやすく説明すべきである。 

【参考】安倍元首相が安保法制懇に検討を指示した４類型と懇談会提言内容 

 検討内容 現行の政府解釈 懇談会提言 

米艦防護 公海上で米艦船が攻

撃された場合、近くに

いる自衛隊艦船は護

衛できるか 

日本への武力攻撃が発生

した後であれば、個別的

自衛権の行使として護衛

可能 

集団的自衛権の行使

を認め、共同活動中の

米艦防護を可能に 

ミサイル 

防衛 

米国向け弾道ミサイ

ルをレーダーで捕捉

した場合、自衛隊は迎

撃できるか 

日本のミサイル防衛はあ

くまでも日本の防衛が目

的で、第３国防衛を想定

していない 

集団的自衛権の行使

を認め、米国向けミサ

イルの迎撃を可能に 

武器使用 ＰＫＯ等で各国と同

じチームで活動中、他

国軍が攻撃された場

合、自衛隊は駆け付け

て救援できるか 

ＰＫＯ協力法等は、自衛

隊員の自己の管理下にな

い他国隊員防衛のための

武器使用を認めていない 

駆け付け警護などが

できるよう武器使用

基準の緩和を 

後方支援 補給・輸送・医療など

で他国軍を後方支援

できるか 

戦闘地域での後方支援は

憲法９条が禁ずる「他国

の武力行使との一体化」

とみなされる 

「一体化」論をやめ、

補給、輸送、医療など

は総合的に検討し決

定を 
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(1)普天間基地の移設が、日米両国政府間で合意されているにも関わらず、具

体的に進展していないことは遺憾 

我々は過去から沖縄の基地負担の軽減を訴え続けてきた。それだけに、一

昨年５月の在日米軍再編協議で、海兵隊員８,０００人のグアム移転をはじめ

とした在沖米軍の一部部隊の国外、県外への移転が合意されたことは、一定

の評価をしたい。 

ただ、最大の懸案であった普天間基地の移設が、地元沖縄との十分な事前

調整なきまま合意されたため、具体的に進展していないことを我々は遺憾に

思う。普天間基地の移設は日米の合意事項であり、国内事情で遂行されない

とするならば、日米の信頼関係は大きく傷つく。政府は、事の重大さを明確

に認識し、早急に事態の打開を図らなければならない。 

(2)政府は、在日米軍再編の意味合いを再度地元沖縄に説明し、地元自治体と

緊密な協議を重ね、極力沖縄の民意を反映した形で、普天間基地のスムー

ズな移設を実行すべき 

我々が、昨年１１月に開催した「第７回沖縄・関西交流セミナー」では、

地元沖縄の頭越しに在日米軍再編協議が合意されたことに、そもそもの沖縄

の不信感があり、政府が沖縄の民意に耳を傾け、妥協点を見出さない限りは、

今後も具体的な進展が望めないのではないかと感じた。 

米軍のグローバルな再編には、９．１１テロで顕在化した国際テロへの対

応という要請と、北東アジアにおいては、北朝鮮の核・ミサイル、中国の軍

事的台頭といった脅威に抑止力を維持し続けるという２つの要請がある。政

府は、このことを再度沖縄地元住民にしっかり説明し、理解を求めなければ

ならない。 

 

提言３．在沖米軍の再編については極力沖縄の民意を反映しスムーズに実行

すべき。また、基地と地元住民生活の調和を図るために、日米地位協

定の改定を行うべき 
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(3)地元沖縄の協力を得るためには、日米地位協定の改定も行うべき 

民意の反映という意味では、基地と地域住民生活の調和を図るための日米

地位協定の改定も待ったなしである。過去においても運用の改善は行われて

きたが、それでも繰り返される米兵の凶悪犯罪を防止するためには、政府は、

米兵の起訴前の無条件身柄引き渡しなど日米地位協定の改定を米国政府に強

く求め、実現を図るべきである。 

 

 

日本の安全保障にとって一番重要なことは、北朝鮮の核・ミサイル、中国

の軍事的台頭といった脅威に対し、日米同盟をより機能させ、日本の安全、

そしてそれを確保する上で密接不可分の関係にある北東アジアの平和と安定

を構築することである。 

日米同盟をより機能させるためには、日米間に幅広い信頼がなければなら

ない。そして、その信頼を形作る上で重要なことは、日米が政策協調を緊密

に行い、それぞれが同盟国として、やるべきことをやり、そのために国民の

理解や世論形成が必要なのであれば、政府は粘り強く説明責任を果たしてい

くことに尽きるのではないかと思う。 

昨今の日米関係を見ていると、これらが何ひとつ十分にできておらず、そ

こに日米関係に“揺らぎ”が出てきている根本原因があるのではないかと感

じる。そういう課題認識から、いま日米関係を再活性化する上で、日本が最

優先で取り組むべき課題を３点提言した。 

国際情勢激変の中にあって、中国との戦略的互恵関係を進展させていくこ

とはもちろん重要である。韓国李明博政権と未来志向の日韓関係を構築して

いくことも重要である。対日強硬姿勢が目立つ台湾馬英九政権とは関係がこ

じれないうちに安定的な関係を構築していく必要がある。更には、日本の国

連安保理常任理事国入りについては一旦頓挫したが、日本は、世界の平和と

安定に、より一層の貢献ができる十分な機能も意思も有しており、粘り強く

最後に 

⑧ 



 ⑩ 

国際社会の支持を得ていく必要がある。 

ただ、アジア外交、国連外交を積極的に展開していく上で忘れてならないの

は、これらは緊密な日米関係があって初めて活きてくる話であり、それを政

府はしっかり認識し、政策を立案・遂行すべきだということである。 

国内の政局にかまけている間に国際社会における日本のプレゼンスがます

ます低下することがないよう、また、今後どのような政権が誕生しようとも

継続性・一貫性ある安全保障政策が展開されるよう、政治家の方には提言を

真摯に受け止めていただき、日本の安全保障政策の前進に力強く取り組んで

いただくことをお願いする。 

以  上 

⑨ 

⑨ 


